
  長期安定的な発電事業の実施にむけた事業計画   

（太陽光発電設備の廃棄等費用内部積立制度内容に関して） 
株式会社シーテックでは、固定価格買取制度の調達期間終了後も発電事業を継続するため、
下記の必要事項について検討を行っており、今後も各事項に関する検討を継続してまいります。 

１．調達期間終了後における再投資や発電事業継続に関する事項 
（１）調達期間終了後の売電方法等（市場売電及び相対契約等）に関する検討を継続的に行い

ます。 
（２）調達期間終了後も事業を継続するため、必要に応じて発電設備の更新を行います。 
（３）調達期間終了後の再投資計画等は、調達期間終了の１年前までに具体化します。 
 以上のように、調達期間終了後も必要に応じ適切な設備更新等を実施することで、発電事業
を継続してまいります。 

２．地域社会との共生に向けた取組に関する事項 
（１）地域社会との共生に向けた取組等を今後も継続いたします。 
   （「シーテック 環境管理活動」他参照） 
（２）当社が所有する発電所に関わる地域社会の皆さまと良好な関係を維持し、地域との共生

を目指してまいります。 
（３）地域説明会の開催等により地域の皆さまのご理解とご協力を得て発電事業を開始してお

り、今後も地域との共生を図ることで、既存発電所の事業用地確保等に努めてまいりま
す。 

３．対象設備 
①ソーラーファームとよはし 
②浜松・浜名湖太陽光発電所（西発電所）
③ソーラーパークひちそう 
④ソーラーファーム佐久 
⑤ソーラーパークふる里太陽光発電所 
⑥ソーラーパークしまだ 
⑦ソーラーパークかいづ 
⑧レインボーソーラーすずか 
⑨多治見・三の倉センター太陽光発電所 
⑩愛知県・森林公園厩舎太陽光発電所 

⑪ソーラーパークしおみ 
⑫ソーラーパークおとわ 
⑬ソーラーパーク新舞子 
⑭ソーラーパークなかつがわ 
⑮ソーラーパークふる里第二発電所 
⑯㈱シーテック コヤマ須坂工場太陽光 
 発電所 


